
早
稲
田
大
学
を
創
立
し
た

　
　

大
隈
重
信
の
授
爵
に
つ
い
て

水稲荷神社 大隈重信が足繁く通ったという北野神社
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はじめに

は
じ
め
に

　

一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
一
月
十
日
午
前
七
時
、
大
隈
重
信
は
胆
石
症
の
た
め
早
稲
田
の
自

邸
で
息
を
引
き
取
っ
た
。
享
年
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

　

一
月
十
七
日
の
私
邸
で
の
告
別
式
の
の
ち
、
日
比
谷
公
園
を
会
場
に
か
つ
て
な
い
規
模
で
の
「
国

民
葬
」
が
催
さ
れ
、
約
三
十
万
人
に
も
及
ぶ
民
衆
が
参
列
し
て
大
隈
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
。
こ

の
三
週
間
後
に
は
同
じ
く
日
比
谷
公
園
で
山
縣
有
朋
元
首
相
の
「
国
葬
」
が
催
さ
れ
た
の
だ
が
、

こ
ち
ら
の
ほ
う
は
政
府
関
係
者
以
外
は
人
影
も
ま
ば
ら
で
、
翌
日
の
東
京
日
日
新
聞
は
「
大
隈
候

は
国
民
葬
。
昨
日
は
〈
民
〉
抜
き
の
〈
国
葬
〉
で
幄
舎
の
中
は
ガ
ラ
ン
ド
ウ
の
寂
し
さ
」
と
報
じ

た
。
斎
場
の
幄
舎
は
二
棟
建
て
ら
れ
「
一
万
の
参
列
者
を
入
れ
る
為
」
の
規
模
で
あ
っ
た
が
、
実

際
に
は
「
二
棟
で
一
千
に
も
満
た
ず
雨
に
濡
れ
た
浄
白
な
腰
掛
は
ガ
ラ
空
き
」
と
い
う
状
態
で
あ

っ
た
と
い
う
。
元
帥
陸
軍
大
将
従
一
位
大
勲
位
功
一
級
公
爵
た
る
偉
人
山
縣
を
お
と
し
め
る
わ
け
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で
は
毛
頭
な
い
が
、
大
隈
の
人
と
な
り
や
人
徳
を
し
の
ば
せ
る
余
話
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

逝
去
後
、
大
隈
は
明
治
維
新
の
元
勲
と
し
て
の
功
績
を
讃
え
ら
れ
て
、
特
旨
を
も
っ
て
「
従
一

位
」
に
陞
叙
、「
菊
花
章
頸
飾
」
章
を
授
か
っ
た
（
官
報
二
八
三
〇
号
大
正
十
一
年
一
月
十
日
付
叙

任
及
び
辞
令
）。
た
だ
、
合
点
が
い
か
な
い
の
は
、
大
隈
の
爵
位
に
つ
い
て
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学

や
他
大
学
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
爵
位
事
典
な
ど
に
お
い
て
、
大
隈
の
陞
爵
に
つ
い
て
い
く
つ
か

の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
牧
野
宮
相
が
廃
案
に
し
た
」
と
か
「
握
り
潰
さ
れ
た
」

と
か
「
文
書
が
捨
て
ら
れ
た
」
と
か
、
同
じ
参
考
文
献
や
想
像
に
頼
る
面
の
多
い
議
論
ば
か
り
で

あ
り
、
ど
う
も
信
用
に
欠
け
る
も
の
が
多
い
点
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
大
隈
重
信
に
つ
い
て
紹
介
し
、
次
に
爵
位
制
度
や
叙
位
条
例
に
つ
い
て
研
究

し
、
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
一
月
十
一
日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
の
大
手
各
社
の
新
聞
記
事

を
再
度
精
査
す
る
と
と
も
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
公
文
書
館
と
国
立
公
文
書
館
を
訪
問
し
て
聞
き
取

り
調
査
を
行
な
い
、
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
各
種
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ

の
実
態
を
探
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
早
稲
田
大
学
の
応
援
歌
『
紺
碧
の
空
』
に
つ

い
て
も
そ
の
歌
詞
を
検
証
し
た
。
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〈
１
〉
大
隈
重
信
に
つ
い
て

　

大
隈
重
信
は
、
江
戸
期
の
武
士
（
佐
賀
藩
士
）
か
ら
、
明
治
・
大
正
期
に
政
治
家
と
し
て
活
躍
。

貴
族
院
議
員
、
参
議
兼
大
蔵
卿
、
外
務
大
臣
（
第
三
・
四
・
十
・
十
三
・
二
十
八
代
）、
農
商
務
大
臣

（
第
十
一
代
）、
内
務
大
臣
（
第
三
十
・
三
十
二
代
）
な
ど
を
歴
任
し
、
内
閣
総
理
大
臣
（
第
八
・

十
七
代
）
も
務
め
た
。
教
育
者
と
し
て
も
知
ら
れ
、
早
稲
田
大
学
の
創
設
者
で
あ
り
、
初
代
総
長

で
も
あ
る
。

　

一
八
三
八
（
天
保
九
）
年
、
佐
賀
城
下
会
所
小
路
（
現
・
佐
賀
市
水
ヶ
江
）
に
、
佐
賀
藩
士
の

大
隈
信
保
・
三
井
子
夫
妻
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
幼
名
は
八
太
郎
。
大
隈
家
は
知
行
（
幕
府

や
藩
が
家
臣
に
俸
禄
と
し
て
支
給
し
た
土
地
や
俸
禄
）
三
百
石
を
食
み
、
石
火
矢
頭
人
（
砲
術
長
）

 

を
務
め
る
上
士
（
家
格
の
高
い
武
士
）
の
家
柄
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
祖
先
は
、
大
宰
府
天
満

宮
菅
原
道
真
と
い
う
。
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藩
主
鍋
島
直
正
が
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
に
創
設
し
た
藩
校
弘
道
館
に
入
学
。
し
か
し
、
佐

賀
の
特
色
で
あ
る
『
葉
隠
』
に
も
と
づ
く
儒
教
や
朱
子
学
の
教
育
に
不
満
を
持
ち
、
反
撥
を
強
め
、

同
志
と
と
も
に
藩
校
改
革
を
訴
え
た
も
の
の
、
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
に
退
学
処
分
を
受
け
て

し
ま
う
。

　

こ
の
頃
、
藩
校
弘
道
館
の
教
諭
で
あ
っ
た
枝
吉
神
陽
か
ら
国
学
を
学
び
、
感
化
さ
れ
る
。
思
想

家
で
あ
り
佐
賀
の
尊
皇
派
の
中
心
的
存
在
で
も
あ
っ
た
枝
吉
は
、
早
く
か
ら
儒
教
や
朱
子
学
の
教

え
に
疑
問
を
抱
い
て
お
り
、
佐
賀
藩
の
哲
学
で
あ
る
『
葉
隠
』
を
も
否
定
し
た
と
い
わ
れ
る
。
勤

王
運
動
を
行
な
う
か
た
わ
ら
、
一
八
五
〇
（
嘉
永
三
）
年
に
は
「
義
祭
同
盟
」
を
結
成
。
天
皇
を

中
心
と
し
た
政
治
体
制
で
あ
る
律
令
制
な
ど
の
知
識
を
生
徒
た
ち
に
伝
授
し
、
藩
論
を
尊
王
倒
幕

に
向
か
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
藩
主
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
ず
失
敗
し
て
い
る
。

　

こ
の
尊
皇
派
の
「
義
祭
同
盟
」
に
枝
吉
の
実
弟
副
島
種
臣
や
江
藤
新
平
、
大
木
喬
任
、
島
義
勇
、

副
島
種
臣
ら
と
と
も
に
大
隈
も
参
画
。
後
年
大
隈
自
身
が
「
枝
吉
神
陽
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が

私
の
一
生
の
精
神
行
為
を
養
成
し
た
第
一
歩
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。「
義
祭
同
盟
」
は
大
隈

を
は
じ
め
明
治
維
新
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
材
を
多
数
輩
出
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
枝
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吉
神
陽
は
〝
佐
賀
の
吉
田
松
陰
〟
と
も
称
さ
れ
る
。

　

一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
、
大
隈
は
佐
賀
藩
が
開
い
た
医
療
学
校
で
あ
る
蘭
学
寮
に
転
じ
た
。

長
崎
に
隣
接
す
る
佐
賀
藩
で
の
蘭
学
の
導
入
は
医
学
か
ら
始
ま
り
、
こ
こ
が
オ
ラ
ン
ダ
語
な
ど
蘭

学
研
究
の
中
核
と
な
る
教
育
機
関
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
蘭
学
寮
で
は
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
起
草

し
た
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
る
と
と
も
に
、
新
約
聖
書
や
西
欧
の
学

問
に
接
し
た
の
を
機
に
、
長
崎
英
語
伝
習
所
に
出
て
英
学
を
学
ん
だ
。
こ
こ
で
オ
ラ
ン
ダ
人
宣
教

師
グ
イ
ド
・
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
会
い
、
英
語
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
世
界
へ
の
眼
を
開
か

れ
、
政
治
家
に
な
る
こ
と
を
決
心
す
る
。

　

こ
の
頃
、
公
武
合
体
論
（
朝
廷
＝
公
の
伝
統
的
権
威
と
幕
府
及
び
諸
藩
＝
武
を
結
び
つ
け
て
幕

藩
体
制
の
再
編
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た
政
策
論
）
や
尊
皇
攘
夷
を
拠
り
所
に
し
て
政
局
を
リ
ー
ド

す
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
長
州
藩
で
は
、
吉
田
松
陰
の
私
塾
「
松
下
村
塾
」
で
学
ん
だ
多
く
の
藩

士
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
、
の
ち
の
倒
幕
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
攘
夷
決
行

の
た
め
下
関
海
峡
と
通
る
外
国
船
を
次
々
と
砲
撃
し
た
結
果
、
長
州
藩
は
欧
米
諸
国
か
ら
敵
と
見

な
さ
れ
、
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
五
月
と
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
七
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
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英
・
仏
・
蘭
・
米
の
列
強
四
国
と
の
間
に
下
関
戦
争
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
長
州
藩
は
こ
の
戦

争
に
負
け
て
、
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
。

　

大
隈
は
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
に
藩
主
鍋
島
直
正
に
オ
ラ
ン
ダ
の
憲
法
に
つ
い
て
進
講
し
て

い
る
が
、
そ
の
縁
も
あ
っ
て
か
、
下
関
戦
争
の
際
に
は
長
州
藩
援
助
を
企
て
、
江
戸
幕
府
と
の
調

停
の
斡
旋
を
含
む
長
州
藩
へ
の
協
力
を
説
い
た
が
、
藩
政
に
影
響
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま

た
、
翌
年
の
長
州
征
討
で
は
、
藩
主
鍋
島
直
正
を
か
つ
い
で
朝
幕
間
に
斡
旋
し
よ
う
と
し
た
が
、

こ
れ
も
失
敗
。

　

こ
の
あ
と
、
大
隈
は
蘭
学
寮
を
併
合
し
た
弘
道
館
の
教
授
に
着
任
し
、
蘭
学
を
講
じ
る
。
そ
し

て
、
一
八
六
五
（
慶
応
元
）
年
、
佐
賀
藩
が
長
崎
の
五
島
町
に
あ
っ
た
諌
早
藩
士
山
本
家
屋
敷
を

改
造
し
た
佐
賀
藩
校
英
学
塾
「
致
遠
館
」（
校
長
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
だ
っ
た
）
で
、
副
島
種
臣
と
と
も

に
教
頭
格
と
な
っ
て
指
導
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
出
石
藩
出
身
の
加
藤
弘
之
も
済
美
館
や
致
遠
館
で
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
門
弟
と
し
て
学
ん
で

い
る
。
兵
庫
県
知
事
の
服
部
一
三
は
、
大
隈
重
信
の
致
遠
館
で
岩
倉
具
視
の
子
で
あ
る
具
定
・
具

経
兄
弟
と
と
も
に
大
隈
や
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
教
え
を
受
け
た
。
ま
た
、
中
島
永
元
は
教
員
と
し
て
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指
導
に
あ
た
り
、
西
郷
隆
盛
・
従
道
や
森
有
礼
、
折
田
彦
一
等
も
致
遠
館
で
学
生
と
し
て
学
ん
で

い
る
。
佐
賀
藩
士
湯
原
元
一
も
幼
少
期
、
佐
賀
藩
藩
校
で
学
び
、
の
ち
、
そ
れ
を
改
造
し
た
佐
賀

藩
校
弘
道
館
の
流
れ
を
汲
む
勧
興
小
学
校
で
学
ん
だ
。　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
一
方
で
、
京
都
や
長
崎
に
た
び
た
び
往
来
し
て
、
尊
王
派
と
し
て
の
活
動
を
続
け
た
。

一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
は
、
副
島
と
謀
っ
て
将
軍
徳
川
慶
喜
に
大
政
奉
還
を
勧
告
し
よ
う
と

し
て
脱
藩
、
京
都
へ
向
か
っ
た
が
、
捕
え
ら
れ
て
佐
賀
に
送
還
さ
れ
、
一
か
月
の
謹
慎
処
分
を
受

け
た
。

　

明
治
維
新
に
際
し
て
は
、
西
郷
隆
盛
、
大
久
保
利
通
、
木
戸
孝
允
、
岩
倉
具
視
ら
と
と
も
に
〝
維

新
の
十
傑
〟
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
小
松
清
廉
の
推
挙
に
よ
り
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
三
月

明
治
新
政
府
参
与
職
、
外
国
事
務
局
判
事
と
し
て
長
崎
に
勤
務
。
キ
リ
ス
ト
教
禁
令
に
伴
う
浦
上

信
徒
弾
圧
事
件
の
際
に
は
、
駐
日
英
国
公
使
ハ
リ
ー
・
ス
ミ
ス
・
パ
ー
ク
ス
と
交
渉
し
、
手
腕
を

発
揮
す
る
。

　

こ
の
と
き
パ
ー
ク
ス
は
「
日
本
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
野
蛮
国
の
所
業
で
あ
り
、
今
す
ぐ
信
者

を
解
放
し
、
信
教
の
自
由
を
認
め
よ
」
と
抗
議
し
て
き
た
。
そ
の
対
応
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
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明
治
政
府
は
、
英
語
が
話
せ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
知
識
も
あ
っ
た
大
隈
を
選
び
交
渉
役
と
し
て
派
遣

し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
大
隈
は
弱
冠
三
十
一
歳
。
パ
ー
ク
ス
は
「
身
分
の
低
い
小
役
人

と
は
話
は
で
き
ぬ
！
」
と
激
怒
し
た
と
い
う
。
し
か
し
大
隈
は
「
一
国
の
代
表
者
で
あ
る
私
と
話

し
た
く
な
い
と
言
う
の
な
ら
、
抗
議
は
全
面
撤
回
と
み
な
す
。
ま
た
、
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
、

国
際
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
内
政
干
渉
で
あ
る
」
と
言
い
返
し
、
互
角
に
わ
た
り
あ
っ
た
。
パ
ー

ク
ス
は
極
東
の
小
さ
な
島
国
の
若
者
の
口
か
ら
「
国
際
法
」「
内
政
干
渉
」
な
ど
と
い
う
単
語
が
発

せ
ら
れ
た
こ
と
に
驚
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
大
隈
は
「
今
の
日
本
で
い
き
な
り
キ
リ
ス
ト
教
を
開

放
す
れ
ば
混
乱
が
起
き
る
」
と
パ
ー
ク
ス
を
説
得
。
こ
の
手
腕
が
大
き
く
評
価
さ
れ
て
、
政
界
の

中
枢
へ
躍
り
出
る
契
機
と
な
る
。

　

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
か
ら
は
会
計
官
（
の
ち
の
大
蔵
省
）
副
知
事
を
兼
務
し
、
新
貨
条
例

の
制
定
な
ど
の
金
融
行
政
に
も
携
わ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
七
月
に
東
京

高
輪
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
明
治
政
府
首
脳
と
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
イ
タ
リ
ア
・

ド
イ
ツ
の
五
か
国
の
駐
日
公
使
に
よ
る
会
談
、
い
わ
ゆ
る
高
輪
談
判
に
お
け
る
大
隈
の
交
渉
・
調

停
能
力
は
高
く
評
価
さ
れ
、
こ
れ
を
機
に
日
本
は
官
民
の
贋
貨
の
回
収
と
近
代
貨
幣
制
度
の
導
入


